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家庭児童相談室の窓から

　この数年の相談内容に目を通していたと
き、気づいたことがあります。以前は、「ど
うしたらよいでしょうか」「教えてください」
のように、白紙状態からのご相談が多かった
のですが、最近は、ご自分で情報を収集し、
解決のための行動をとりつつある方が、その
途中で意見や助言を求めてくるようなご相談
が増えてきたということです。
　この背景には、インターネット、特にスマー
トホンの普及があるようです。知りたいと思
うことを誰もが簡単に調べられる時代になり
ました。そのため、相談室が果たしてきた情
報提供という役割の比重はやや低下してきて
いるようにも見えます。
　しかし、インターネット情報のなかには誤
りや不確かなものが含まれており、必ずしも
正しいとは限りません。また情報に振り回さ

れることもあります。ですから、相談室にお
ける情報提供という役割はやはり大切ではな
いかと思います。
　意見や助言を求める相談者が増えてきたこ
との背景には、セカンドオピニオンという言
葉が広く知られるようになったことが関係し
ているのかもしれません。とはいっても、相
談室の役割は意見を言うことではありませ
ん。情報提供をしたり、相談者と一緒に問題
点を整理したりしながら、相談者が方向性を
決められるようなお手伝いをしています。
　問題解決に向けて主体的に取り組んでいる
相談者はしっかりした方という印象を受ける
ことが多いのですが、実際にはストレスを内
に溜め込んでいることも少なくありません。
どのようなご相談であれ、相談者の気持ちが
楽になるような支援を心がけていきたいと思
います。　

（家庭児童相談室　相談員　砂川真澄）
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2014年が始まりました｡ 日本が子どもの権
利条約を批准したのは1994年ですから､ 日本
では子どもの権利条約が成人式を迎える年と
なります｡
20年前､ この条約は第三世界の子どものた

めのもので､ 豊かな日本の子どもには関係な
いとか､ 子どもに人権など要らないという声
を時折耳にしたものです｡ その頃と比べると､
子どもの人権への社会の理解はかなり進みま
した｡
当室のご相談を振り返っても､ 学校に行か

ない子どもをやみくもに登校させようとする
おとなはすっかり影を潜めました｡ 子どもの
気持ちを中心に考えようとするおとなが増え
てきたことは相談室のなかで常々感じるとこ
ろです｡
しかし､ 条約の考え方が日本に浸透し条約

が生かされているかというと､ それは疑問で
しょう｡ たとえば､ 日本は国連の子どもの権
利委員会から体罰やいじめの問題について繰
り返し指摘されていたにもかかわらず､ それ
らを見過し､ 子どもたちの自死という大きな
代償を払ってようやく直視することになりま
した｡ 体罰やいじめの問題はこの相談室でも
よく話題にのぼることであり､ 日本の社会が
もっと早く問題の深刻さを受け止めていれば､
どれだけの子どもが苦しまずにすんだかと思
います｡
批准から年月を経て､ ｢子どもの人権｣ と

いう言葉は市民権を得たように見える反面､
話題にのぼることが減り､ 忘れ去られた印象
も拭えません｡ 20年目という節目に､ 今一度
この条約を振り返り､ 子どもたちの最善の利
益のためにおとなに何ができるのかを考えた
いと思います｡

(家庭児童相談室 相談員 砂川真澄)
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